
子育ての孤立感  

○子育てに関する孤立鱒を感じる母親の割合は高い（特に専業主婦）。  
○孤立感を解消するために求められているのは、「育児から解放されて気分転換する時間」、「持せる相手」  
「相鉄できる相手」、「パートナーの子育ての関わり」等が上位を占めている。  
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（資料）平成18年慶子育てに関する意識調査報告書  
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子育ての負担感   

○ 専業主婦家庭の方が、子育ての負担が大きいと感じる者の割合が高い。  
○負担感の内容を見ると、「自由な時間が持てない」「身体の疲れ」「気が休まらない」が上位を占める。  

第ト2－3昭 子育ての負担患の状況   

女性の子育ての負担感   
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（兼料）（財）こども未来財周「平成12年康子書てに関する  

意識調査事業調査胡告書」（平成13年3月）  
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現行の認可保育所のサービス提供の仕組み  

（現行の認可保育所の利用方式）  

○ 現行制度における認可保育所の利用方式は、  

① 保護者が、市町村へ入所希望保育所等を記載の上、申込みを行い、  
② 市町村において、対象児童が「保育に欠ける」か否かを判断した上で、保護者の入所希望を踏まえ、   

市町村が保育所を決定する仕組み。   

（市町村に対する保育の実施義務）  

○ このような仕組みは、現行制度が、市町村に対して、認可保育所において保育する義務（保育の実施義務）   

を課しており、この 市町村による保育の実施義務の履行（公立保育所において自ら実施するか、私立保育所へ委託）を通じて   

育所が利用される仕組みであることと密接に関連。  
（※市町村は、自ら（公立保育所）による保育の実施費用を負担、又は、委託費（私立保育所）を支払い。）  

｝ 

、‥ 
I 

． 

（保育の実施義務の例外）  

○ また、現行制度における 市町村の保育の実施義務には、「付近に保育所がない等やむを得ない事由があるとき   
は、その他の適切な保護をしなければならないはする例外が設けられている。   

※「やむを得ない事由」…地域の保育所（認可保育所）全体を通じて受入れ能力がない場合を含む   
※「その他適切な保護」＝・家庭的保育のほか、認可外保育施設のあっせんも含む   

※ なお、市町村の保育の実施に要する費用は、公立保育所については一般財源化（市町村の地方交付税等の一般財源により負担）されているが、   
私立保育所については負担金（国及び都道府県が一定割合を義務的に負担する仕組み）となっており、市町村に対する保育の実施義務とその財源   
確保は切り離すことのできない関係にあることに留意。   

（認可の裁量性）  

○ さらに、市町村の保育の実施義務を履行する受け皿となる保育所の認可制度には、認可権者である都道府県   

に、既存事業者の分布状況等を勘案した上で設置が必要かどうかを判断する裁量が比較的広く認められてい   

る。（→※次回の検討課題）  

《参考》  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律案164号）（抜粋）  

第二十四条 市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護   

すべき乳児、幼児又は第三十九条第二項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込   

みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、付近に保育所がない等やむを   

得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない。  

2 前項に規定する児童について保育所における保育を行うこと（以下「保育の実施」という。）を希望する塩護羞   

追、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する保育所その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書   

を市町村に提出しなければならない。この場合において、保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護   

者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わって行うことができる。  

3 市町村は、－の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべて   

が入所する場合には当該保育所における適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合に   

おいては、当該保育所に入所する好事を公正な方法で撰者することができる。  

4・5 （略）  
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他の社会保障制度（医療・介護・障害）による  

ビス提供の仕組み  サ   

（給付の必要性・量の判断・それに応じた受給権）  

○ 他の社会保障制度（医療・介護・障害）においては、  
・診察に当たる医師又は行政（市町村）が給付の必要性・音の判断を行い、  

・利用者は、当該判断の範囲内におけるサービス利用について、保険者又は行政（市町村）から盤比重   
受ける権利を有しており、基準を満たした保険医療機関又は指定車業者からサービス提供を受ける  

仕組みとなっている。   

（公定価格）  

○ なお、サービス費用については、公定価格となっており、保険者・市町村による給付は、（利用者に代理して）保   
険医療機関又は指定車業者が請求・受領する形式。  

規制を極力少なくしたサービス提供の仕組みの例  

○ 規制の極めて少ないサービス提供の仕組みの例としては、例えば、以下のような方式が考えられる。  
① 利用者は、市町村ヘサービスの希望を申請  
② 市町村は、サービスの必要度に応じ給付（利用券又は現金）  
③事業者は価格を自由に設定し、サービス操供。  

（※利用券が充当可能な幸美所については、限定しない方法も  

皇。）  
の基準を満たした指定車業者のみとする方法も、い  

④利用者は、選択した事業者に対し、利用券等に自らの負担を上乗せし、利用料を支払い。  
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（参考）サービス提供の仕組みの比較  

（参考1）   （参考2）  

現行の認可保育所の  他の社会保障制度   極力規制をなくした  

サービス提供の仕組み   （医療・介護・障害）による   サービス提供の  

サービス提供の仕組み   仕組みの例   

（1）サービスー給  市町村に対する保育の実施義務  ・個人に（2）の判断の範囲内の   ・個人にサービスの必要度に応   
付の保障   （※地域の保育所の受入能力が  じた一定額の受給権  

ない等やむを得ない場合は、  

「その他適切な保護」で足りる   
とする例外有り）   費の給付義務   応じた一定額の給付義務   

（2）給付の必要  市町村において「保育に欠け  診察に当たる医師又は行政（市  市町村において、サービスの   

性・王の判断  る」か否か、及び、優先度につ  町村）が給付の必要性・給付量  必要度を判断。  
いて判断。  又は上限量を判断   

（※受入保育所の決定と一体的  

に実施。）  

（3）サービス選   ・基準を満たした認可保育所の  ・基準を満たした保険医療機関  ・基準を満たした指定事業者   
択・利用方法   中から選択（※定員を超える   又は指定事業者の中から選択  の中から選択、又は、市中の   
（契約関係）   場合は市町村が公平な方法で  提供者から自由に選択  

選考。）  ・利用者が指定事業者と契約  

・利用者が事業者と契約  

・利用者が市町村へ、入所希望  
保育所を記載の上申込み  

（参考1）   （参考2）  

現行の認可保育所の  他の社会保障制度   極力規制をなくした  

サービス提供の仕組み   （医療・介護・障害）による   サービス提供の  

サービス提供の仕組み   仕組みの例   

（4）サービスの  公定価格   公定価格   自由価格   

価格   （※国が地域等に応じ市町村へ  （※国が診療行為やサービス毎  （※事業者が自由に設定）  

交付する「保育所運営費負担  等に応じた費用額を定めてい  
金」を定めている。）   る。）   

（5）給付方法   ・市町村が保育所へ、委託費   ・保険者による現物給付   ・利用者に一定額の利用券又は   

（補助方式）   （運営費）を支払い。   又は  現金を給付。  

市町村が利用者に費用の一定割  
合を給付。  （利用券の場合）事業者が市  

（※実際の資金の流れとしては、保  
険医療機関又は指定事業者が（利用  
者に代理して）保険者（市町村）に  
請求・受領。（代理受領））   

（6）利用者負担  ・市町村が保護者から所得lこ応  ・保険医療機関又は指定事業者  ・事業者が利用者から自由に設  
じた利用料を徴収   に利用者がサービス費用の一定  足したサービス価格から、利  

割合を支払い   用券支給額（定額）を控除し  

（※所得に応じた負担の上限有  た額を徴収  

り。）   （→※利用者負担が増大し、所得に  
よって利用機会が十分保障されない  
可能性）   
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（参考）他の社会保障制度のサービス提供の仕組み  

医療（療養の給付）   介護保険   障害（自立支援給付）   保育（認可保育所）   

（1）サービ   ・保険者に患者（被保険  ・個人に要介護認定の範  ・個人に市町村による給付  ・市町村に「保育に欠け   

ス・給付の  者）に対する療養の給付を  圏内のサービス費用の受  決定の範囲内のサービス  る」児童に対する保育の   

保障   義務付け（現物給付）   給権   費用の受給権   実施を義務付け  

（※地域の保育所の受入能  

力がない等やむを得ない場  
合は、「その他適切な保  
護」で足りるとする例外有  

保険診療を委託   一定割合の給付義務   定割合の給付義務   り）  

・市町村は自ら保育を実  
施（公立保育所）、又は妻  
託（私立保育所）   

（2）給付の必  サービス提供者（診察に当  保険者（市町村）において、   市町村において、全国統  ・市町村において、条例   

妻性・量の  たる医師）が給付の必要  全国統一の基準に基づく  －の基準に基づく障害程  で定める基準により「保育   

判断   性・給付圭を判断   要介護認定により、給付の  度区分認定や、障害者を  に欠ける」か否か（サービ  

必要性・上限量を決定   取り巻く環境等を勘案して、  
給付の必要性・給付量を  

決定   （受入保育所の決定と－  

体的実施。）   

（3）サービス  ・基準を満たした保険医療  ・基準を満たした指定事業  ・基準を満たした指定事業  ・基準を満たした認可保   

の選択  機関の中から選択   者の中から選択   者の中から選択   育所の中から選択（※定員  

利用方法  を超える場合、市町村が公平  
な方法で選考。）  

（契約関係）            ・患者（被保険者）が保険  ・利用者が指定事業者と  ・利用者が指定事業者と   ・利用者が市町村へ、入  
医療機関と契約   契約   契約  

所希望保育所を記載の  
上、申込み   

Z  

医療（療養の給付）   介 護   障 害   保 育   

（4）サービス  公定価格   公定価格   公定価格   公定価格   

の価格   （※国が診療行為毎等に  （※国が地域等に応じサー  （※国が地域等に応じサー  （※国が地域等に応じ市  

費用額を定めている。）   ビス毎に費用額を定めて  ビス毎に兼用額を定めて  町村へ交付する「保育所  
いる。）   いる。）   運営費負担金」を定めて  

いる。）   

（5）給付方法  保険者が（現物給付の委  保険者（市町村）は利用者  市町村は利用者に、サー  ・市町村が保育所へ、委   

（補助方式）  託先である）保険医療機関  に、サービス費用の9割を  ビス兼用の9割を給付（利  託費（運営費）を支払い。  
に対し、給付に要する費用  用者補助）。  

を支払い  

（※実際の資金の流れとし  

（Xなお、医療保険の中に   

は、療養費払い（償還払  者に代理して保険者（市  者に代理して市町村に請  
い）も併存。）   町村）に請求・受領。（代  

理受領））   

（6）利用者負  保険医療機関が、患者か  指定事業者が、利用者か  指定事業者が、利用者か  市町村が保護者から所   
担   ら、一部負担（被用者本  ら、サービス費用の1割を  らサービス費用の1割を徴  得に応じた利用料を徴収  

人については費用の3割  徴収（※所得に応じた負  収（※所得に応じた負担の  

等）を徴収（※所得に応じ  上限有り）  

た負担の上限有り）   



医療（療養の給付）   介 護   障 害   保 育   

（7）事業者参  ・保険医療機関の指定拒  ・指定事業者の指定拒否  ・指定事業者の指定拒否  ・保育所の認可拒否には   

入   否事由は法定されている  事由は法定されている  都道府県の裁量性が認  

められている（既存事業  

（指定拒否事由の概要）   者の分布状況の勘案等）  

・当該医療機関に、指定  申請者が   申請者が  

取消など不正が認められ  ・法人格が無い   ・法人格が無い  

る  ・基準に適合しない  ・基準に適合しない  
・開設者又は管理者の  ■刑罰や不正行為等が  ・刑罰や不正行為が  
刑罰や不正行為が認めら  

れる  
認められる  認められる  

場合に指定拒否事由に  
該当。  該当。  

該当。  

※なお、居住系サービス  

※なお、病床数（入院 ベ 
ッド数）については、都道 がにおいて  

府県医療計画  ては、都道府県又は市町  

定める基準量を超えるもの  
いて定める必要量を超え  

として勧告を受けた場合は、  
る場合の指定拒否が可能。  

保険医療機関の指定の拒  
の指定拒否が可能。   

否が可能。  
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医療（療養の給付）   介 護   障 害   保 育   

（8）情報開   ・医療機関に都道府県に  ・指定事業者に都道府県  ・情報開示に関する制度  ・情報開示に関する制   
示・第三者  対する一定の事項（医療  に対する一定の事項（従  は特になし   度は特になし   
評価   従事者の数、治療結果  業者の数、経験年数等）  

情報等）の報告が求めら  

れており、都道府県が  

一括して公表  て公表  
努力義務   

・第三者評価の受審は任  

意（上記の情報開示に  

係る報告事項の対象）   は第三者評価の受審を  
義務付け   

32   



現行の保育所の認可の仕組み  

（現行の保育所の認可の仕組み）  

○ 現行制度では、  

・五吐血が認可保育所を設置しようとする場合は、都道府県知事への届出  

市町村以外の暑が認可保育所を設置しょうとする場合は、都道府県知事による盈亘  

を経ることとされている。   

○都道府県知事は、市町村以外の者から認可の申請があった場合、都道府県及び市町村による保育需要に   

関する現状分析と将来推計を踏まえ、申請への対応を検討すること（「保育所の設置認可等について」平成十二年児発第二   

九五号通知）とされており、認可の可否に関する裁量が比較的広く認められていも   

○ なお、主体制限については、平成12年に撤廃されており、株式会社やNPO法人の参入も可能。   

ただし、施設整備補助は対象外とされている。  

（認可の効果）  

○現行制度では、市町村に認可保育所における保育の実施義務を課した上で、認可保育所における保育の   

実施に要する費用を市町村が支弁するものとされている。  
（※ 市町村が支弁した保育所運営費の負担割合は、  

・公立保育所は市町村10／10、  
・私立保育所は国1／2、都道府県1／4、市町村1／4。）   

○認可保育所となることの主たる効果は、この市町村による保育所運 営費の支弁にある。   

○また、認可保育所には、児童福祉施設最低基準の遵守が求められている。【→資料4P24】  

（保育の「実施義務の例外」との関係）  

○ 一方で、現行制度における市町村の保育の実施義務には、地域の保育所全体を通じて受入能力がない場合   

を含め、「付近に保育所がない等やむを得ない事由があるとき」は、認可外保育施設のあっせんを含む「その他   

適切な保護」で足りるものとされていることもあり（→※第12回（9／30）の課題）、待機児童がいる市町村の場合で   

必要な基準を満たしている場合であっても、認可されないことがあり得る。  

（参考）   

斑藷叩 1日現在L  

②患町税∴址会場址温ム以醜独立胤こよ息保育虎児旬の旗頭L＿仁鼻息別鹿互腰止＿  

社団■財団  学転法人  宗敦法人  N戸口  I有限・株式  個人  その他   
it∈】コ   

玉†  
最   8   コ   f   8   5   0   空丁   

Hlコ   可   1D   む   5   ほ   7日   2   ヰコ   

1日   ‡∃lぺ   2   与   t2   9   ロ   ヰ¢   

う1ミ   疇   ヱ1   ロ   8   lT   】2   D   6⊇   

Hエ仁   35   5   12   24   5   4   88   
Il：ア   27   ！蔓 空I   2   2   即   

I1！声   47   0   10   38   ヰ   2   1¢～   
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現行の保育所に対する施設整備費補助の仕組み  

（現行の保育所に対する施設整備費補助の仕組み）   

○ 市町村が策定する整備計画に基づいて、以下の設置主体が保育所の施設整備（新設・修繕・増築等）を行う   

場合に、定員規模、地域等に応じて、補助を行うもの。  

《対象法人》  

社会福祉法人、学校法人（幼保連携型認定こども園の保育所部分）、日本赤十字社、公益法人   

（※株式会社、NPO法人は対象外。なお、公立保育所の施設整備については平成18年度に一般財源化。）   

《国庫補助単価》 定員90名の新設の場合1施設当たり6千万円（事業費ベース1億2千万円）※加算により異なる   

《費用負担》 定額国1／2相当、市町村1／4相当、設置者1／4相当  

35  

現行の保育所運営費の仕組み  

（現行の保育所運営費の仕組み）  

○ 現行制度においては、  

（1）「基本分保育単価拍〈①地域、②定員規模、③入所児童の年齢に応じて定められ、さらに  

（2）「民間施設給与等改善費加貸Jが職員1人当たりの平均勤続年数に応じて行われる仕組みとなっている。   

※「民間施設給与等改善費加算」については、余剰がなく給与改善等に支障を来すおそれのある民間施設における公私間  

の給与格差是正を目的にしているため、配当支出が行われている保育所については対象とならない。   

※ なお、保育単価は、あくまで国庫負担の基準として設けられており、都道府県・市町村による上乗せは可能。  

【16／100地域（東京23区）の保育単価の例  
T  
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現行の保育所運営費の使途範囲  

○ 現行制度においては、市町村から支弁された保育所運営費については、原則として、人件費・管理費・事業費   
に充てることとされており、以下の要件を満たした場合に、以下の範囲の費用に限り充当が認められている。  
（「保育所運営費の経理等について」（平成12年児発第299号厚生省児童家庭局長通知））  

※当該保育所を設置する法人本部の運営経費へ充当するためには、さらに、前期末支払資金残高の取り崩しについて、市町村  

（社会福祉法人の場合は理事会）の承認を得て、運営に支障が生じない範囲内において行う必要がある。  37  

現行の保育サービスの必要性の判断基準  

（「保育に欠ける」判断の仕組み①－政令による基準）   

○ 市町村が、保育の実施義務を負う対象である「保育に欠ける」児童であるか否かの判断については、「政令   
で定める基準」に従い、．「条例で定める事由」によることとされている。   

O「政令で定める基準」としては、   
以下のいずれかに該当   

土   

保護者と同居親族等が児童の保育ができない場合とされている。   

《保護者の置かれている状況に関する要件》  

① 昼間労働することを常態  

② 同居親族の介護  

《保護者の心身の状況に関する要件》  

③ 妊娠中又は出産直後  
④ 疾病、負傷、又は心身の障害  

《その他》   
⑤ 災害復旧時   
⑥ その他（「前各  に類する状態」）   

◎ 児童福祉法施行令（昭和22年法律第164号）  
第二十七条 法第二十四条第一項の規定による保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保育するこ   

とができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。   
一 昼間労働することを常態としていること。   
二 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。   
三 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。   
四 同居の親族を常時介護していること。   
五 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。   
大 前各号に類する状態にあること。  
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（「保育に欠ける」判断の仕組み②一条例による基準）   

○ 各市町村においては、「政令で定める基準」に従い、「条例で定める」事由により、「保育に欠ける」児童である   

か否かを判断するが、政令とほぼ同内容の条例準則のほか、以下の事項について、個別に通知で解釈を提示   
している。  

① 立並虫でも入所申込みが可能【平成12年通知】   

② 下の子の育児休業取得に際しての上の子の取扱いについては、次年度に小学校入学であるなど  
「入所児童の環境の変化に留意する必要がある場合」、「発達上環境の変化が好ましくない場合」は、  

継続入所で差し支えない。【平成14年通知】  
③ 母子家庭及び父子家庭については、優先的に取扱うこと。【平成15年通知】※「母子及び寡婦福祉法」で規定  
④ 虐待防止の観点から、保育の実施が必要な児童については、優先的に取扱うこと。【平成16年通知】※「児童  

○ 実際の判断基準となる各市町村の条例を見ると、おおむね以下の傾向が見られる。   

《都市部（待機児童の多い市町村）》  

・相対的に詳細かつ厳格な内容。  

・①政令各号で明記する事由（就労／妊娠・出産／（養育者の）疾病・障害／同居親族介護）により   
基本的な優先度を決定し、②同債朱ラ ンク内の調挙   

用いる構造となっているところが多い。   

《その他（待機児童の少ない市町村）》   
相対的に大括りで幅広く認めることが可能な内容  

政令各号で明記されていない事由（母子家庭、虐   

ところが多い。  

の他の事由（母子家庭  

については、条例においても明記されていない  

入所基準（条例）の実例（D（神奈川県横浜市）  
《人口365万人（平成20年9月1日現在）、待機児童707人（平成20年4月1日現在）》  

6 入所選考基準力I同一うニノクでの桐！醇指数一覧表  
l訂Zhk2q年】犀改号）  

晃；ー司ランクて山んだ1屈合は、u下の項巨に該当する追合に「濾種別椅1鮫」こしてそれそrlのー貞臼に点蝕をつけます。  

楽 この錦粁が農い7ラから一美頓に新書します．スモお．調欄僧職の・点数力t得い7うてあってもぅンクの辞l嘉一才折り舞≡せん。  

5 保育所の入所選考婁攣  
（■J■のモス7つ〕  その他の匹博引床加   
＊ランクは．A白CDEFGの傭lこ入声析のl声t白が高いものとします 

ゝ ＝ヽ t  【ランクアップ■日】   
叫司居している祖父母が65繍兼≡幕の場合、保胃可娩な乃とみなし課す，モの≠合、保育て    （む・から耳は各項目1う   

きない事を紅明する診断■等竜提出することが必層てす）  ンクずつ．⑤は2ラン   
セ障書児・児童福祉の嘲罵わ、ら保育に欠ける児■についてJ才、この窮墨筆を塁に別途に    ウ．書古で2ランクまで   

選考します－    アップします， ※左記「9ひとりI劉生＃ 零」が適用き九る場合は  
＊選考に当たっては．喋■が秘事な理由別の下よ己の「ランク衰」に基づきA 
ます。   

お父さん、お母さん（※1）が保育できない理乳 状況   rす．ひとり▲世撫●  

月20日以上カ、つ1日8隋馳l上、副いている‖   〔g’生活■■世鶉   

居七外労働 l外勤・居宅外  

自営）   月16日以上力、つ1［∃4時間以上71封切東独、働いている，   （i■虞■★■・■▲■  

月16日以上カ、つ1日7簡侶l以上の仕事lこ内定してしりL   ・＝■■■■ ■書ポーの寧■鷺  

（ヰ■■lこ★兄♯霊 中だった方で暮●■  

∵  月2∩〔〕山上かつ1日8時間以上、削いている．  に■jムモー■■e  

手書む）  

自宅）   
僅★体のため；■断し．  

月16日以上かつ1日4精確ル上7時間末清、1軋1ている√  D   ▼入斯する■倉  
月16R以⊥わつ1日7時間山上の仕事に内需している。  

月16【〕以上かつ1∈】4時間以上7沌l粗末鵜のイ士事に内定している。   

3  お母己んか†出よ又ほ出産予虔日の前挫各8週間の期間lこあって、出慶 j 
産前産後   の■∬又は体重を零する．   

4 入瞬またば入矧こ相当する三盆療や安静をずする自宅療鎗で書に病臥し   
Ⅰ■－ランクで並んだ■  

通暁加■を行し1、雫に安静を賛するなと、保■が♯時歴難な慄合【  e  曾の遭零】  

一曲挑加】暮を行い、1〔〕4暗闇、凋4日以上の室Ilが必tで保書が車種  E  同一ランウで並んた欄含   な1■含℡   は以下の状況モ椚暮i敷  
により、王事し著す巾  

4（2〉 心尋のIt苔  尋裾障害さ羊l震1～2級、情職苔■保嶋福祉手帳1′し3軋   （ま面●用）       A  

身体陣吉卓≠l霹3納〝j交付を受けていて、l軍籍が閣＃な】■含．   B  lTj市内在住  

身体障害古手l鼻4繊の交付を受口てし1て、保育が匝粍なj■合、   E  （を傭★の代■手段  

5   千■て責■暮となる  
■■tl暮の事■など  

A  
l甘せ事の状宏 ■介Il書の蘭書など  

4日以上かつ1日7時悔Iじ1上様零が由義Iな鳩舎】  
病人や鵬壱〔児）の∩甥r¢入研・適職・通所の付き添いのため、週  E  ④ll労扶三E   4日以上かつ1日4時間以上保育が間な場合 

亡  夜Il書体うー朋血書  

6  寧日i、風水害、火少iその他の㌍重曹により白宅や近間の椙18に当たって  の■■など  
I迫汽のi慮旧への粧鬱   いる．   ⑥ひとり蠣せ事書  
了   （蔓きょうだいの状況  

通学   遥＝てしlる．  さ■うだい間一雛p  

8   入所や■子世事など    来場中  〔入所期間は3か眉てす。子の朋尉内に柵しないと適所  G   
求職中  になります。〕  

†〉1な新一■量l■  

9  ひと灯計世帯等において 就労 珊看加 持1小脾等毎行う＝とに   ④－了は■先■位では         A   

なります．）  
あり著せん．   

10   児冨縮祉の雷刀点力、ら．福祉傑傭センタ馬が特に慄萬に欠りる緊急電  A   

その他  力Ⅶし1と判断しだ場合】   （JrP   

こ凝1） お父さん、お母さんがいないtt合札 ぞの他の悸雑書一   
（普2） Aランクかつ2ランクアップ相当として選考しますミ  

「    ＼   17g一事  鯖専   
申】ム児童奄65J腋未満の械臍に禰lTてい一る   

l云園（転宅奉伴うⅠ■合致びきょう7≡い同隋入所のためのⅠ一合は隋  ■  
く、虻矩こども固からの¢云国は含む）  
保育（7）代             横浜保育室 家丘保育葡祉h 相可≠し児保育所の卒阻児（卒園時に   
3     育児内■育とっており、冨l尺1木攣明けで相可保電所へ申】ムむl書合も   のある癒合に  善事段に  
含む）  ＝  こ  つしlて は、左記  

保育の  たるもの  
1頂自の  

みの利用は含まない）  みを適用  
児童奄射で見ている   しますく，  

児■か盾験を乍Fう1言t泉にし＼る   

保書のイ憎手段に18して、上露己以外の場合   〔）  

保tl名が身体I疇享古手l轟1．2組・蒙の手†疇（療書手Il）・精神障害 省保健福祉手職12．3狼の【つにl亥当す香】礪合また】才そrLと同種l塑  2  元のラ：ソク欄聖が「心   の障害があると認められる心専一t害畜のI書壱   身の僻」のときは加点 し 
世帯の  
状況  

福祉手職を持っている鐘がいて介離しているⅠ■合  
（当害亥児冨又は保護者がこnら♂）事l鰻重持ソている】■合は除く）  元のランクの州聖ガ11唄  

廣のr「護」のとき一議加点  

しません   l司居域内に蓼r「濠1以上のl児玉善がいてr「烹■している土1含（在宅】7  ■   に）   
きI限る   

市内在住  市外在（主著（妻五入予定喜は隙く〕   一日  
●サむ†土   

折伏況  
居宅外自警＃である乃t、l帽Ⅰ■が自宅に併指している   

勤搭乗騰が1か月末瀬である世ヰ   －1  

ひとり純  3  

世帯等   
元のランクが「9．ひとり糊世帯等」て就労内定の】鶉合   －2  上21うの点恕とt捜して  
元のランクが「9，ひとり出世糟等」て柵中の憺合   ∈1＝＝ －・     【7   

きょう  だい  2  

の状況   
をした場合   

＜Ⅷ－ランク・l可一l■蓋指虻で並んだときの選考＞  
猿同一ランク・同一m幹事旨釘て並んだときは、以下のl■に寧慮して遼寧し雇す‘  

Ⅶ型l筍〔0憬瑚■tロlし1ノ1叫ml■ノ  
吾）災害 ②，実病・障害13）l吉宅外増価】童打㌍蔓（鼓ひとり】鴫等 ㊨′書宅内子It和 式居宅外・内労働  
（内定） 頓眈学等 く診出産3¢求料中   

2  両親のうち方力↑】質！mをl半う，変則tわ】防である世蒜   

3  晴間郎い1朔郎】拘束力の磯さ   

4  偵引■の†凱封書の書網   

5  撫育している小学生以下の子ともの人！炊が多い世帯   

椎；事○勺状野己（鰊桐研†専珊l力▼隆い世蒜  
6     ただし，4月1日入所は、前年の住民書見‡芦で判’正する土■含もあります  

りm探究からの交付が陶に合わない等のや電つを愕ない場合を輝き、1証明がある竜が健先   
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入所基準（条例）の実例②（山口県山口市）   
《人口19．1万人（平成20年9月1日現在）》  

○山口市保育の実施に関する条例  

（平成17年条例第95号）   

（趣旨）  

第1条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律   
第164号）第24条第1項の規定に基づき、保育   

の実施に関し必要な事項を定めるものとする。  

（保育の実施基準）  

第2条 保育の実施は、児童の保護者のいずれ   

もが次の各号のいずれかに該当することによ   

り、当該児童を保育することができないと認め   

られる場合であって、かつ、同居の親族その他   

の者が当該児童を保育することができないと   

認められる場合に行うものとする。  

（1）昼間に居宅外で労働することを常態として   

いること。  

（2）昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の   

家事以外の労働をすることを常態としている   

こと。  

（3）妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。  

（4）疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神   

若しくは身体に障害を有していること。  

（5）長期にわたり疾病の状態にある、又は精   

神若しくは身体に障害を有する同居の家   

族を常時介護していること。  

（6）震災、風水害、火災その他の災害の復   

旧に当たっていること。  

（7）市長が認める前各号に類する状態にあ  

ること。  

（委任）  

第3条 この条例に定めるもののほか、申込手  

続その他保育の実施に閲し必要な事項は、  

規則で定める。  

附 則  

この条例は、平成17年10月1日から施行する。  
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入所基準（条例）の実例③（福井県小浜市）  
《人口3．2万人（平成20年8月1日現在）》  
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保書の井の向上のための取組について  

1儀★断ヰ★柵針の故走（平成21中月1日▲行）  

○ 子どもの育ちをめぐる環境が大きく変化する中で、保育所に期待される役割が深化・拡大していることを踏まえ、子どもの保育や保護者への支援等を通じて  
適切にその役割や機能を発揮できるよう、保育の内容の質を高める観点から、保育所保育指針の改定を行い、これを推進する。  

2r傭書断における暮の向上のためのアクションブログラム」（平成20年8月28日公轟）の穐遭  

0「新待機児童ゼロ作戦」において、「国及び地方公共団体において、保育所における箕の向上のためのアクションプログラムを策定し、質の向上のための  
保育所の取組を支援する」こととされた。  

○ これを受けて、今般、国として、保育の質の向上に資する保育所における各種の取組を支援する観点から、国が取り組む施策及び地方公共団体が  
取り組むことが望まれる施策に関する総合的なアクションプログラムを策定し、推進しているところ。  

8優★断の▲鰍毅●にHするt低暮事の1暮し  

0 保育所の最低基準における面積基準については、「制定以来ほとんど改正されておらず、中には明確な科学的な根拠がないままに長年適用されてしまっ  
ているものも少なくない」との指摘を受けているところ。  

○ そこで、機能面に着目した保育所の空間・環境に係る科学的・実証的な検証を平成20年度に行うこととし、この結果を受けて、保育所の施設設備に関する  
最低基準を見直すこととしている。  

4優★士の轍鴨方薫の穐1  

1保育士の再就問項）  
（1）保育士の需給状況等に関する調査研究  

今後の保育士の需給状況に関する調査研究を行うとともに、保育士資格を取得していながら就労していない保育士に対して、今後の就労意欲等の調査、   
再就職に際する問題点等を分析する。  

（2）保育士の再就職支援研修等  
大都市圏（東京・愛知・大阪）に設置する「福祉人材ハローワーク（仮称）」において、福祉人材確保対策の一環として、保育士資格保有者である求職者の   

再就職支援のために、きめ細やかな職業相談・職業紹介、再就職支援研修をモデル事業として行う。   

2 幼稚園働諭免許所得者の保育士資格取得の推進   

幼稚園教諭免許取得者が保育士資格を取得するには、指定保育士養成施設を卒業するか、保育士試験に合格することが必要であったが、これに加えて、  
保育士資格を取得するために足りない単位を別途取得できるようにすることを検討する。  

44   




